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陳 情 審 議 結 果 

陳情（新規）・福祉生活病院常任委員会 

受理番号及び 

受 理 年 月 日 
所 管 件   名 議決結果 

６年－44 

( R６.９.10 ) 
生 活 環 境 

中国電力による県内の「太陽光発電等の出力制御」の現状と島根原発２号機再稼働後の影響、および

地域経済への影響を検証することを求める陳情 

不 採 択 

(R６.10.10) 

▼陳情事項 

鳥取県内の再生可能エネルギー発電設備は、防災や電気料金の低減、地域経済の好循環にも寄与する脱炭素電源であるが、島根原子力発電所

２号機の再稼働により出力抑制の影響拡大が予想され、強い懸念が広がっている。 

エネルギーの自給率向上と脱炭素による持続可能な地域づくりは、危機管理の視点から、また、鳥取県の地域経済や産業育成、消費者保護の

ためにも重要である。島根原発が再稼働する前に、県内の「再エネの出力制御」の現状と再稼働後の影響を中国電力株式会社に確認し、地域経

済への影響を検証すること。 

 

▼所管委員長報告（R6.10.10 本会議）会議録暫定版 

再生可能エネルギーの出力制御の解消は、エネルギー政策を所管する国において対応すべき課題ですが、国では、電力需給調整の手段として、

再エネ導入推進の観点から再エネの出力制御を４番目に設定した上で、電気の安定供給と再生可能エネルギー導入拡大が両立できるよう、令和

５年12月に「出力制御対策パッケージ」を取りまとめ、対策を講じています。そして、国の同パッケージに基づき、中国電力ネットワークでは、

太陽光発電予測を高精度化し最低限の出力抑制としたり、出力制御の時間を従来の１日単位から30分単位での最低限の制御時間に変更するなど、

可能な限り再エネ出力制御を抑える取組みを進めているところです。 

また、県においても、再エネ導入促進のため、蓄電池の低価格化に向けた技術開発促進や導入支援の継続・拡充について国に対し継続的に要

望しています。 

こうした状況を踏まえ、県議会から中国電力や執行部に対し、改めて、再エネ出力制御にかかる確認や検証の対応を求めることは不要という

意見があり、本件陳情は「不採択」とすべきものと決定いたしました。 

  

令和６年９月定例会 
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▼陳情理由 

中国電力株式会社は、「Ｓ＋３Ｅ（安全性＋安定供給、経済効率性、環境適合）」を島根原発の必要性の根拠と説明してきたが、すべてにおい

て、原発の優位性が失われていることが最新の知見から明らかになっている。とりわけ電力価格の高騰や運転停止リスク、複合災害リスクは、

地域経済や県民の生活に多大な影響を与え、将来世代へも負の影響を及ぼしかねない。 

一方、分散型の再生可能エネルギー発電は、防災や電気料金の低減、地域経済の好循環にも寄与する脱炭素電源であるが、昨年から、太陽光

発電等の出力制御の影響が急速に広がっている。出力制御は無補償、無制限で実施されるため、地産地消の発電事業者に予測不能な不利益をも

たらし、普及を阻害しかねない。鳥取県内でも、発電量の１～３割収入減の事例が散見され、県内主体による発電事業を停滞させる一因となっ

ている。経済産業省の系統ＷＧは、令和５年度に出力制御される電力量は 17.6 億 kWh、約 41 万世帯分の消費電力量、475 億円の価値に相当する

量が捨てられる見通しを示した。 

地産地消の安価な電力が出力制御により活用されないことは、社会的損失であり、脱炭素政策の点でも、産業育成や消費者保護の面でも問題

である。島根原発の再稼働により、出力制御の時間や日数が増え、影響が拡大することが強く懸念される。 

以上から、島根原発２号機が再稼働する前に、県内の「太陽光発電等再生可能エネルギーの出力制御」の現状と島根原発再稼働後の影響を中

国電力株式会社に確認し、地域経済への影響を検証していただきたい。 

▼提 出 者 

 市民エネルギーとっとり 代表 手塚 智子 
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現 状 と 県 の 取 組 状 況 
 生活環境部（脱炭素社会推進課） 

【現 状】 
１ 再生可能エネルギー（再エネ）の出力制御について 
・電気は需要（電力使用）と供給（発電）の量を一致させる必要があり、その需給バランスが崩れると大規模停電につながる。供給が需要を上回る場
合、火力発電の出力抑制や他地域への電力融通を行い、それでもなお供給が需要を上回る場合に再エネの出力制御（発電停止）が行われる。 

・中国エリアでは、中国電力ネットワーク㈱が再エネ発電事業者に出力制御を要請。 
 ※中国電力㈱は発電、小売等を担い、中国電力ネットワーク㈱は送配電、電力網整備等を担う。 

 
２ 国の対応方針 
・国は、需給調整の手段として、再エネ導入推進の観点から再エネ（太陽光、風力）の出力制御を４番目に設定し、短時間での出力調整が困難な原子力等
は最終手段と位置付けている。 
＜需給調整が行われる順番＞                           
順番 需給調整の内容 
１ 火力（石油、ガス、石炭）発電の出力抑制、揚水発電のくみ上げ運転による需要創出、蓄電池の活用 
２ 他地域への広域的な送電（電力融通） 
３ バイオマス発電の出力制御 
４ 再エネ（太陽光、風力）発電の出力制御   ※個人住宅等 10kw 未満の発電設備は対象外 
５ 原子力発電、水力発電、地熱発電の出力制御 ※出力を短時間で小刻みに調整することが技術的に困難な発電方法 

  （根拠法令：「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則第５条第１項第８の４号」「送配電等業務指針第 173 条、第 174 条」） 
 
・国は、電気の安定供給と再生可能エネルギーの導入拡大が両立できるよう、Ｒ５年 12 月に「出力制御対策パッケージ」をとりまとめ、出力制御が抑え
られるよう対策を講じているところ。 
＜出力制御対策パッケージによる対策例＞ 
需要面での対策例 ・配電網へ接続する大型蓄電池等の導入支援補助 
供給面での対策例 ・火力発電の最低出力引き下げ      

・再エネ発電事業者が行う出力制御をシステムにより自動化 
系統増強等 ・エリア同士をつなぐ地域間電力網の増強や、地域間電力網の運用見直し 

※「出力制御対策パッケージ」はＲ５年 12 月 19 日の政府「再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会」でとりまとめ 
 
３ 中国電力ネットワーク㈱の取組状況 

中国電力ネットワーク㈱は、国の「出力制御対策パッケージ」に基づき、再エネ出力制御の抑制に向けて以下の取組みを進めている。 
・既設火力の最低出力引き下げ検討など、可能な限り再エネ出力制御を抑える。 
・太陽光発電量予測を高精度化し、最低限の出力抑制とする。 
・出力制御の時間について、従来の１日単位（８時間程度）から 30 分単位で最低限の制御時間に変更する。 

 
【県の取組状況】 
  再生可能エネルギーの出力制御の解消は、エネルギー政策を所管する国で対応すべき課題であるため、蓄電池の低価格化に向けた技術開発の促進や導入
に係る支援を継続・拡充させることについて、令和元年度以降、国へ継続的に要望している。 
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